
令和3年10月15日　　　

１．執行機関の別        

２．都道府県名 執行機関名 東大和市長

３．市区町村名

４．届出番号

５．独自利用事務の事例番
号

６．届出書を公表している
　　　ウェブページのアドレス

１．準ずる法定事務の名称と趣旨又は目的の内容等

①事務の名称

②番号法別表第１の項

③番号法別表第２の項

④番号法第９条第２項に基づ
き定める条例の名称及び①
の該当部分

⑤事務の趣旨又は目的が規
定されている箇所

⑥事務の趣旨又は目的

⑦独自利用事務の関連規範

様式

委 員 会 規 則 第 ３ 条 第 １ 項 に 基 づ く 届 出 書

1: 都道府県知事・市区町村長等

東京都

東大和市

東大和市における個人番号の利用等に関する条例　別表第１　第７の項
東大和市乳幼児医療費助成条例（平成５年条例第３９号）による医療費の助成に
関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法（昭和22年12月12日　法律第164号）　第３条の２ 東大和市乳幼児医療費助成条例（平成５年条例第３９号）　第１条

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

東大和市乳幼児医療費助成条例（平成５年条例第３９号）による医療費の助成に
関する事務であって規則で定めるもの

7

9

18

9-1 子どもの医療費助成に関する事務

http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/36,61200,375,740,html

（１）法定事務 （２）独自利用事務

第三条の二　国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに
養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。ただし、児童及びその
保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児
童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児
童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、
児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつて
は児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講
じなければならない。

第１条　この条例は、乳幼児を養育している者に対し、乳幼児に係る医療費の一部
を助成し、その保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育ての支援に資するこ
とを目的とする。

東大和市乳幼児医療費助成条例（平成５年条例第３９号）
東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則（平成５年規則第４０号）

中止

知事 市区町村長等



２．準ずる法定事務の具体的な事務内容と提供を求める特定個人情報等

事務１

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 1 号

②事務の内容

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 1 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 1 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 1 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

船員保険法による保険給付の資格者等に関する情報 船員保険法による保険給付の資格者等に関する情報

特定個人情報３

（１）法定事務 （２）独自利用事務

東大和市乳幼児医療費助成条例　第５条

児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実について
の審査に関する事務

特定個人情報１

特定個人情報２

ﾊ2 東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第3条第2号及び第８条第１項第1号

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

医療証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務

ﾊ1 東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第3条第1号及び第８条第１項第１号

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

健康保険法による保険給付の資格者等に関する情報 健康保険法による保険給付の資格者等に関する情報

ﾊ3 東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則　第８条第１項第1号

国民健康保険法による保険給付の資格者等に関する情報 国民健康保険法による保険給付の資格者等に関する情報

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合



①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 1 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 1 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

事務２

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 2 号

②事務の内容

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 2 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 2 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

都道府県知事等 都道府県知事等

特定個人情報４

ﾊ5
東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第3条第3号、第4号、第5号及び第８条
第１項第１号

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

共済組合等に関する保険給付の資格者等に関する情報 共済組合等に関する保険給付の資格者等に関する情報

特定個人情報５

ｲ 東大和市乳幼児医療費助成条例第3条第2号第1項

生活保護実施関係情報 生活保護実施関係情報

（２）独自利用事務

東大和市乳幼児医療費助成条例　第９条第１項

児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

（１）法定事務

特定個人情報２

ﾊ2 東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第3条第2号及び第１３条第１項

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

船員保険法による保険給付の資格者等に関する情報 船員保険法による保険給付の資格者等に関する情報

特定個人情報１

ﾊ1 東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第3条第1号及び第１３条第１項

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

健康保険法による保険給付の資格者等に関する情報 健康保険法による保険給付の資格者等に関する情報



①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 2 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

①根拠規定 番号法別表第二主務省令 8 条 項 2 号

②情報提供者

③提供を求める特定個人情
報

備考

特定個人情報４

ﾊ5
東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則第3条第3号、第4号、第5号及び第１３
条第１項

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

共済組合等に関する保険給付の資格者等に関する情報 共済組合等に関する保険給付の資格者等に関する情報

特定個人情報３

ﾊ3 東大和市乳幼児医療費助成条例施行規則　第１３条第１項

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

国民健康保険法による保険給付の資格者等に関する情報 国民健康保険法による保険給付の資格者等に関する情報


